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学びの秋！ マイナンバーカードって？ 

 ９月になりました。猛烈に暑かった夏が懐かしくなるくらい朝晩は過ごしやすく

なってきました。今年の秋はどんな活動をしましょうか？ ワクワクします。 

さて、もみじの夏は８月の「夏期顔合わせ」１日だけでした。たった３名の参加

でしたが、この夏の出来事など楽しくお話しました。 

９月になり、話題になっている「マイナンバーカード」をテーマに活動できない

かと提案がありました。というのも昨年度の講演会で予定していたのですが、新

型コロナウィルス感染再拡大のため中止になってしまいました。そこで再度、福

生市の事業である「出前講座」に申請し、９月15日（木）の通常活動の学習会

として実現することとなりました。「マイナンバーカード」とはなんだろう？ 楽しく

みんなで学びましょう。 

また、毎年恒例の「秋の交流会」も検討中です。お楽しみに。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もみじ通信 
２０２2年 9月 12日発行 

メールマガジン第 23号 

手話サークルもみじ役員会 

手話サークルもみじ今後の予定 
日 時：9月 15日（木）10時～12時 

福祉センター２階作業療法室 

出前講座『マイナンバーカード』 

  市役所の出前講座でマイナンバーカードについ 

て学びます。申請もできます。ご参加ください。 

日 時：9月 22日（木）10時～12時 

福祉センター２階作業療法室 

日 時：9月 29日（木）10時～12時 

     福祉センター２階作業療法室 

 

日 時：１１月１０日（木）秋の交流会 ただ今企画中 

 

 

  

※お問い合わせ shuwamomiji30@yahoo.co.jp 

 役員より 

９月１日に東京都手話言語条例が施行さ

れました。「東京都では、手話が独自の文法を

持つ一つの言語であるという認識の下、手話

を使用しやすい環境づくりを推進することによ

り、手話を必要とする者の意思疎通を行う権

利が尊重され、安心して生活することができる

共生社会を実現するため、条例を制定し、令

和４年９月１日に施行します」（東京都福祉保

健局ホームページ）。 

聴覚障害者とともに歩む活動を続けてきた

手話サークル、さらに学びを深め課題をさぐ

り、解決を目指す活動をしていきましょう。 

２ページ以降に東京都手話言語条例の条

文を掲載します。（R） 

今後、政府の発令などにより活動が変更する場合

があります。、メルマガやメールでご確認ください。 
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東京都手話言語条例 

 

手話は、物の名前や抽象的な概念等を手指の動きや表情を使って視覚的に表現する独自の文法を

持つ一つの言語であって、豊かな人間性を涵養（かんよう）し、知的かつ心豊かな生活を送るため

の言語活動の文化的所産である。 

障害者の権利に関する条約では、言語は音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいうとさ

れ、障害者基本法でも、手話が言語に含まれることが明記されている。 

一方で、我が国では、過去の一時期にろう学校で手話の使用が事実上禁止されるなど、手話の使

用について様々な制約を受けてきた歴史があり、手話が言語であることに対する理解が十分である

とは言えない。 

こうした認識の下、手話を必要とする様々な世代の人々が、個々の特性に応じて言語として手話

を獲得し、手話で学び、手話を学び、手話を使い、手話を守ることができる環境づくりを推進する

必要がある。 

ろう者、難聴者、中途失聴者など手話を必要とする者の意思疎通を行う権利が尊重され、安心し

て生活することができる共生社会の実現を目指し、この条例を制定する。 

（目的） 

第一条 この条例は、手話が独自の文法を持つ一つの言語であるという認識の下、手話に対する理解

の促進及び手話の普及に関する基本理念を定め、東京都（以下「都」という。）の責務並びに都民

及び事業者の役割を明らかにするとともに、都の施策を総合的かつ計画的に推進するために必要

な基本的事項を定め、もってろう者、難聴者、中途失聴者など手話を必要とする者（以下「手話

を必要とする者」という。）の意思疎通を行う権利が尊重され、安心して生活することができる共

生社会の実現に寄与することを目的とする。 

（基本理念） 

第二条 手話に対する理解の促進及び手話の普及は、手話が独自の文法を持つ一つの言語であると

いう認識の下、一人一人が相互に人格と個性を尊重し合いながら、社会を構成する一員として社

会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参画する機会が確保される共生社会の実現を旨とし

て行われなければならない。 

（都の責務） 

第三条 都は、この条例の目的を達成するため、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にの

っとり、手話を必要とする者の意思疎通を行う権利を尊重し、特別区及び市町村（以下「区市町

村」という。）その他の関係機関と連携して、手話に対する理解の促進、手話の普及その他の手話

を使用しやすい環境の整備を行うものとする。 

２ 都は、手話を必要とする者が都政に関する情報を速やかに取得することができるよう、手話を用

いた情報発信を行うものとする。 

（都民及び事業者の役割） 

第四条 都民及び事業者は、この条例の目的及び基本理念について理解を深めるよう努めるものと

する。 
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（施策の推進） 

第五条 都は、基本理念にのっとり、手話を使用しやすい環境を整備するために必要な施策を総合的

かつ計画的に推進するものとする。 

（学習機会の確保等） 

第六条 都は、都民及び事業者が手話を学習する機会を確保するよう努めるものとする。 

２ 都は、東京都職員が手話に関する理解を深め、手話を学習することができるよう、環境の整備に

努めるものとする。 

（相談支援体制の整備及び拡充） 

第七条 都は、区市町村その他の関係機関と連携して、乳幼児期からの切れ目ない相談支援体制の整

備及び拡充に努めるものとする。 

（手話通訳者の派遣のための人材確保、養成等） 

第八条 都は、手話を必要とする者が手話通訳者の派遣等による意思疎通を図るための支援を受け

られるよう、区市町村その他の関係機関と連携して、手話通訳者及びその指導者の確保、養成並

びに手話技術及び専門性の向上に努めるものとする。 

（事業者への支援） 

第九条 都は、事業者が行う、手話を必要とする者が働きやすい環境を整備するための取組に対し

て、必要な支援を行うよう努めるものとする。 

（学校における支援） 

第十条 都は、手話を必要とする幼児、児童又は生徒が通う学校において、個々の特性に応じて手話

を獲得し、手話を学び、手話で学ぶことができるよう、次に掲げる措置を講ずるよう努めるもの

とする。 

一 乳幼児期から手話を獲得し、又は習得するための切れ目ない学習環境を整備すること。 

二 教員その他の手話の獲得又は習得を支援する者（以下この号において「教員等」という。）に

対し、手話に関する理解を深め、手話を習得し、技能を向上させるための研修を実施するなど、

手話に通じた教員等の確保のために必要な支援を行うこと。 

三 手話を必要とする乳幼児、児童又は生徒の保護者等（保護者、祖父母、兄弟姉妹その他の生活

を共にする者をいう。）に対し、手話に関する学習の機会を提供するとともに、教育に関する相

談を受けるための環境を整備すること。 

（医療等サービスにおける環境整備） 

第十一条 都は、医療、介護、保健又は福祉に係るサービスを提供する者が行う、手話を必要とする

者がサービスを利用しやすい環境を整備するための取組に対して、必要な施策を講ずるよう努め

るものとする。 

（手話の普及啓発） 

第十二条 都は、手話に対する理解の促進及び手話の普及のための啓発活動を行うよう努めるもの

とする。 

（手話に関する調査研究等） 

第十三条 都は、手話の発展に資するため、大学等と連携して、調査研究の推進及びその成果の普及

を支援するよう努めるものとする。 
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（災害時における措置） 

第十四条 都は、災害その他の非常事態において、手話を必要とする者が必要な情報を迅速かつ的確

に取得し、円滑に意思疎通を図ることができるよう、区市町村その他の関係機関と連携して、必

要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（財政上の措置） 

第十五条 都は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものと

する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和四年九月一日から施行する。 

（検討) 

２ この条例の施行後三年を経過した場合において、この条例の施行の状況及び手話を取り巻く状

況等について検討し、時代の要請に適合するものとするために、必要な措置を講ずるものとする。 

３ 前項の検討を行うに当たっては、手話を必要とする者その他関係者の意見を反映させるため、こ

れらの者の意見を聴く機会を設けるものとする。 


